
○

標
準
責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
及
び
計
算
基
礎
率
を
定
め
る
件
（
平
成
八
年
二
月
大
蔵
省
告
示
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

１

責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
、
予
定
死
亡
率
及
び
予
定
利
率
の
水
準
は
、
次
に
定
め

１

責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
、
予
定
死
亡
率
及
び
予
定
利
率
の
水
準
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

(

略
）

一

(

略
）

二

予
定
死
亡
率
は
、
保
険
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
二
条
の
二

二

予
定
死
亡
率
は
、
社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
が
作
成
し
、
金
融
庁
長

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
人
が
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
が
検
証
し
た

官
が
検
証
し
た
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２
〜
４

(

略
）

２
〜
４

(

略
）

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
保

(

新
設
）

険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。
）
の
額
を
最
低

保
証
し
て
い
る
保
険
契
約
に
関
す
る
責
任
準
備
金
の
積
立
方
式
及
び
予
定
死
亡
率
等

の
水
準
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

一
般
勘
定

イ

積
立
方
式
は
、
⑴
に
掲
げ
る
額
か
ら
⑵
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
積
み

立
て
る
方
式
（
以
下
「
標
準
的
方
式
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
準

的
方
式
以
外
の
方
式
（
以
下
「
代
替
的
方
式
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
場
合

に
お
い
て
計
算
さ
れ
る
責
任
準
備
金
が
、
標
準
的
方
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
責

任
準
備
金
の
債
務
履
行
を
担
保
す
る
水
準
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

（参考２）
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場
合
は
、
標
準
的
方
式
に
替
え
て
、
代
替
的
方
式
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

。⑴

一
般
勘
定
に
お
け
る
最
低
保
証
に
係
る
保
険
金
等
の
支
出
現
価

⑵

一
般
勘
定
に
お
け
る
最
低
保
証
に
係
る
純
保
険
料
（
法
第
四
条
第
二
項
第

四
号
、
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
又
は
第
二
百
二
十
条
第
三
項
第
四
号

に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
収
入
現
価

ロ

予
定
死
亡
率
は
、
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

ハ

割
引
率
（
責
任
準
備
金
の
計
算
時
に
お
い
て
、
将
来
発
生
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
現
在
価
値
に
換
算
す
る
率
を
い
う
。
）
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
予
定
利
率
と
す
る
。

ニ

標
準
的
方
式
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
期
待
収
益
率
は
ハ
に
定
め
る

率
と
し
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（
資
産
価
格
の
予
想
変
動
率
を
い
う
。
）
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

⑴

国
内
株
式

十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

⑵

邦
貨
建
債
券

三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

⑶

外
国
株
式

十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

⑷

外
貨
建
債
券

十
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

二

特
別
勘
定

特
別
勘
定
に
お
け
る
責
任
準
備
金
は
収
支
の
残
高
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
八
年
二
月
大
蔵
省
告
示
第
四
十
八
号
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
団
法
人
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
が
作
成
し
、
金
融
庁
長
官

が
検
証
し
た
予
定
死
亡
率
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
八
年
二
月
大
蔵
省
告

示
第
四
十
八
号
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
法
人
が
作
成
し
、
金
融
庁
長

官
が
検
証
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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